
東 京 都 営 住 宅 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 元 年 第 百 五 十 六 号 議 案 ）  新 旧 対 照 表 （ 抄 ）   

修    正    案  原        案  
東 京 都 営 住 宅 条 例  

平 成 九 年 十 月 十 六 日  

条 例 第 七 十 七 号  

目 次  （ 原 案 の と お り ）  

第 一 条 か ら 第 四 条 ま で  （ 原 案 の と お り ）  

   第 二 章  （ 原 案 の と お り ）  

    第 一 節  （ 原 案 の と お り ）  

第 五 条 か ら 第 三 十 九 条 ま で （ 原 案 の と お り ）  

（ 定 期 使 用 許 可 ）  

第 三 十 九 条 の 二  知 事 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に は 、 十 年 を 超 え

な い 範 囲 内 に お い て あ ら か じ め 規 則 で 定 め る 期 間 に 限 っ て 一 般 都 営 住 宅 の 使 用

を 許 可 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 第 一 号 に 該 当 す る 場 合 に 限 り 、 当 該 許 可 に

係 る 使 用 期 間 の 終 期 を 、 使 用 者 又 は 配 偶 者 の 子 で 、 規 則 で 定 め る 者 の う ち 最 も

年 少 の も の が 十 八 歳 に 達 す る 日 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 の 六 月 三 十 日 （ 以 下 こ の

条 に お い て 「 当 該 日 」 と い う 。) が 、 当 該 許 可 の 日 か ら 十 年 を 経 過 し た 日 以 後 に

到 来 す る 場 合 は 当 該 日 ま で と す る こ と が で き る 。  

 一 か ら 三 ま で  （ 原 案 の と お り ）  

２ か ら １
０ ま で （ 原 案 の と お り ）  

第 四 十 条 か ら 第 百 三 条 ま で （ 原 案 の と お り ）  

   附  則  

１ か ら ３ ま で  （ 原 案 の と お り ）  

（ 定 期 使 用 許 可 に 係 る 経 過 措 置 ）  

４  施 行 日 前 に こ の 条 例 に よ る 改 正 前 の 東 京 都 営 住 宅 条 例 （ 以 下 「 旧 条 例 」 と い

う 。) 第 三 十 九 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 定 期 使 用 許 可 （ 同 項 第 一 号 に 該 当 す る

東 京 都 営 住 宅 条 例  

平 成 九 年 十 月 十 六 日  

条 例 第 七 十 七 号  

目 次  （ 略 ）  

第 一 条 か ら 第 四 条 ま で  （ 略 ）  

   第 二 章  （ 略 ）  

    第 一 節  （ 略 ）  

第 五 条 か ら 第 三 十 九 条 ま で （ 略 ）  

（ 定 期 使 用 許 可 ）  

第 三 十 九 条 の 二  知 事 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に は 、 十 年 を 超 え

な い 範 囲 内 に お い て あ ら か じ め 規 則 で 定 め る 期 間 に 限 っ て 一 般 都 営 住 宅 の 使 用

を 許 可 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 第 一 号 に 該 当 す る 場 合 に 限 り 、 当 該 許 可 に

係 る 使 用 期 間 の 終 期 を 、 使 用 者 又 は 配 偶 者 の 子 で 、 規 則 で 定 め る 者 の う ち 最 も

年 少 の も の が 十 八 歳 に 達 す る 日 以 後 の 最 初 の 三 月 三 十 一 日 （ 以 下 こ の 条 に お い

て 「 当 該 日 」 と い う 。 ) が 、 当 該 許 可 の 日 か ら 十 年 を 経 過 し た 日 以 後 に 到 来 す る

場 合 は 当 該 日 ま で と す る こ と が で き る 。  

 一 か ら 三 ま で  （ 略 ）   

２ か ら １
０ ま で （ 略 ）  

第 四 十 条 か ら 第 百 三 条 ま で （ 略 ）  

   附  則  

１ か ら ３ ま で  （ 略 ）  

（ 定 期 使 用 許 可 に 係 る 経 過 措 置 ）  

４  施 行 日 前 に こ の 条 例 に よ る 改 正 前 の 東 京 都 営 住 宅 条 例 （ 以 下 「 旧 条 例 」 と い

う 。) 第 三 十 九 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 定 期 使 用 許 可 （ 同 項 第 一 号 に 該 当 す る



場 合 に 限 る 。 ) を 受 け た 使 用 者 で あ っ て 、 か つ 、 施 行 日 に お い て 当 該 定 期 使 用 許

可 の 日 か ら 十 年 を 経 過 し た 日 （ 以 下 「 期 間 満 了 日 」 と い う 。) が 到 来 し て い な い

も の に つ い て は 、 当 該 定 期 使 用 許 可 に 係 る 使 用 期 間 の 終 期 を 、 新 条 例 第 三 十 九

条 の 二 第 一 項 た だ し 書 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 者 の う ち 最 も 年 少 の も の が 十 八

歳 に 達 す る 日 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 の 六 月 三 十 日 （ 以 下 「 当 該 日 」 と い う 。 )

が 、 期 間 満 了 日 以 後 に 到 来 す る 場 合 は 当 該 日 ま で と す る こ と が で き る 。 こ の 場

合 に お い て 、 旧 条 例 第 三 十 九 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 定 期 使 用 許 可 は 、 新 条

例 第 三 十 九 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 定 期 使 用 許 可 と み な し て 新 条 例 の 規 定

（ 第 十 一 条 第 一 項 を 除 く 。) を 適 用 す る 。  

場 合 に 限 る 。 ) を 受 け た 使 用 者 で あ っ て 、 か つ 、 施 行 日 に お い て 当 該 定 期 使 用 許

可 の 日 か ら 十 年 を 経 過 し た 日 （ 以 下 「 期 間 満 了 日 」 と い う 。) が 到 来 し て い な い

も の に つ い て は 、 当 該 定 期 使 用 許 可 に 係 る 使 用 期 間 の 終 期 を 、 新 条 例 第 三 十 九

条 の 二 第 一 項 た だ し 書 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 者 の う ち 最 も 年 少 の も の が 十 八

歳 に 達 す る 日 以 後 の 最 初 の 三 月 三 十 一 日 （ 以 下 「 当 該 日 」 と い う 。 ) が 、 期 間 満

了 日 以 後 に 到 来 す る 場 合 は 当 該 日 ま で と す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い

て 、 旧 条 例 第 三 十 九 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 定 期 使 用 許 可 は 、 新 条 例 第 三 十

九 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 定 期 使 用 許 可 と み な し て 新 条 例 の 規 定 （ 第 十 一 条

第 一 項 を 除 く 。) を 適 用 す る 。  

 


